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戦傷病者の妻に特別給付金が支給されます
福岡県保護・援護課

◎対　象

◦「第 18 回特別給付金」または「第 20 回特別給付金」

を受給されていた戦傷病者の妻

◦平成 13 年４月２日から平成 15 年４月１日までの

間に新たに戦傷病者の妻になられた人

◎ 支給内容

　 額面５万円～ 200 万円

　５年～ 10 年償還の記名国債

◎請求締切

　 ９月 30 日（水）必着

◎請求窓口

　桂川町役場 健康福祉課 福祉係

　　（総合福祉センター「ひまわりの里」内）

【 問 合 先 】

　福岡県保護・援護課　☎ 092・643・3302

　桂川町役場 健康福祉課 福祉係　☎ 65・0001

精霊流しのお供え物はお持ち帰りください
善光会館・桂川会場

　環境保全のため、「精霊流し」のお供え物は、自宅に

持ち帰るようになっています。皆さんのご協力をお願い

いたします。

【精霊送り】

　 葬祭場・善光会館では、環境に配慮する目的で、お

盆のお供え物や提灯等をまとめて供養した後、精霊送り

いたします。

　どなたでも利用できますので、遠慮なくお持ち寄りく

ださい。費用は無料です。

◎日　時

　 ８月 15 日（土）17 時～ 20 時

◎場　所

　善光会館・桂川会場（土居一）

【 問 合 先 】

　善光会館・桂川会場　☎ 83・2000

◎福岡県小児救急医療電話相談とは？

　近年、夜間における小児患者の受診が増加していま

す。しかし、その多くは軽症な場合や自宅での療養、

翌日昼間にかかりつけ医に診てもらうことで対応が可

能な場合です。このため、夜間における適切な小児急

患医療受入れ体制の確保や、保護者からの夜間診療に

関する相談等に対応するため、平成 16 年 10 月 30

日から 365 日夜間の小児患者が多い時間帯（５月ま

では 19 時～ 23 時）に、子どもの急な病気、ケガな

どに関する電話相談として開設されました。

◎相談電話対応者

　看護師または小児科医が相談を受けます。

◎相談電話受付時間の延長

　　６月１日から

　　　19 時～翌朝７時まで受付時間延長

◎相談電話番号（桂川町の方）

　　筑豊地域センター（飯塚病院）

　　  ◦短縮番号（プッシュ回線対応）　☎♯ 8000

　　  ◦専用電話番号　 ☎ 23-8270

曜　日 在宅当番医 電　話
７月

5 日㈰ 宮嶋外科内科医院 ☎ 22・1477

12 日㈰ 清永整形外科医院 ☎ 22・3440

19 日㈰ 三宅脳神経外科病院 ☎ 25・5050

20 日㈪ 西園内科クリニック ☎ 24・9308

26 日㈰ きはら内科消化器科 ☎ 20・9015

８月

2 日㈰ 石田病院 ☎ 62・2788

9 日㈰ おおつか眼科医院 ☎ 72・2828

13 日㈭ 田中医院 ☎ 22・1850

14 日㈮ 永芳医院 ☎ 72・0294

15 日㈯ 徳永眼科医院 ☎ 25・0011

16 日㈰ 宮嶋外科内科医院 ☎ 22・1477

27 頁 平 21. 広報けいせん ７月 

小児救急医療電話相談
受付時間延長

７月・８月の在宅当番医


